
北上市産業支援センター規則の一部を改正する規則 

 

北上市産業支援センター規則（平成28年北上市規則第41号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第４条関係） 

 ［略］ 

区分 使用単位 

使用料 

市内 市外 

測定指導

なし 

測定指導

あり 

三次元座標測

定機 

１時間 円 

1,040 

円 

2,080 

円 

4,180 

１日 8,320 16,640 33,440 

［略］ 

 ［略］ 

別表（第４条関係） 

 ［略］ 

区分 使用単位 

使用料 

市内 市外 

測定指導

なし 

測定指導

あり 

三次元座標測

定機 

１時間 円 

1,470 

円 

2,940 

円 

5,040 

１日 11,760 23,520 40,320 

［略］ 

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


